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は じ め に 

内子町は、平成１７年、景観法に基づく「景観行政団体」となり、本格的に「景観まちづくり」に取

り組むことになりました。その始まりが「景観まちづくり計画」の策定です。景観法（平成 16 年制定）

は、他の法令とは異なって、自治体の裁量権が大きく、基本的な事項を町民と協議しながら、町が

決めていく仕組みです。景観まちづくりは、町民や企業、さらには自治会などの地域活動が基本

であり、行政はそのための合意形成や計画づくりなどの支援を行います。また、景観まちづくり計

画に定める景観形成基準に抵触する行為を規制しながら、よりよい景観づくりへ誘導する仕組み

をつくります。 

この計画により町並み、村並み、そして山並みの美しい内子町をつくります。 

美しい風景や自然環境を織りなしている重要な要素である、農業を中心とした地域の営みが、

着実に次世代へと引き継がれていかなくてはなりません。そのためにも、地域住民が地域の農業

に誇りをもち、またその文化的価値が地域の魅力となり、地域の産品にも付加価値を与えるよう、

そして、さらなる来訪者を惹きつけ、そこで出会う人と人との交流が地域の魅力に一層磨きをかけ

るよう、内子らしい村並み、山並みの景観まちづくりを推進するべく、この計画を定めるものです。 

景観は、地域住民のみならず、町民、県民、日本国民の財産です。 

今後とも、地域住民の皆様と行政、学識経験者等で、農業振興について議論しながら景観まち

づくりに取り組んでいきたいと考えております。 
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◆内子町景観農業振興地域整備計画の区域 

内子町景観農業振興地域整備計画の区域は、内子町の農業振興地域の全てを対象と定める。

その中で、「内子町景観まちづくり計画」に基づき、景観ゾーニングを行い、景観構造上、特に重

要とする農村における景観タイプごとに、その特性を活かしながら、魅力ある景観を保全し創出す

るための方針を定めることとする。 

よって、本計画書には、景観上、特に重要であると選定した３地区（里地里山地域を代表する石

畳地区及び参川地区、棚田地域を代表する泉谷地区） を重点区域と定める。 

（１） 位置と自然概況 

内子町は、愛媛県のほぼ中央に位置し、県都松山市から約 40Km の地点にある。東部は久万

高原町、北部は砥部町および伊予市、西部から南部にかけては大洲市、南東部は西予市とそれ

ぞれ接している。 

総面積は 299.50㎢で、東西 30.0km、南北 17.9km にわたって広がっており、町の中央部を一級

河川・肱川の支流である小田川が流れている。地形は、平坦地が少なく、ほとんどが山地および

丘陵地である。 

地形は、平地が小田川に沿って開けており、旧内子町内子と旧五十崎町平岡に市街地が形成

され、その周囲は田園地帯となっている。また、典型的な中山間地域で、内子町内に点在する国

営農地開発事業で造成されたパイロット団地において、果樹(柿・ぶどう)・タバコ等が主に栽培さ

れている。小田深山には広大な国有林があり、自然豊かで、夏は避暑地として、冬はスキーで多

くの人が訪れる、町内でも有数の観光スポットになっている。水系は、町域の東から西へ小田川と

田渡川が流れており、途中、突合で合流し、さらに「道の駅内子フレッシュパークからり」付近で、

南流してきた中山川と合流している。その後、大洲市域で一級河川・肱川と合流している。 
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（２） 人口・産業 

地域の人口は、昭和 60年から平成 17年までの人口の推移は、微減傾向にある。１世帯あたり

の平均世帯人員も減少傾向にあり、小家族化の傾向がみられる。 

産業大分類別就業者数の構成比の推移をみると、昭和 60年度当時は、第 1次産業 35％、第 2

次産業 31％、第 3 次産業 34％と、それぞれの分野の就業者数が平均的であったが、平成 17 年

現在では第 1次産業が約 23％、第 2次産業が約 28％、第 3次産業が約 49％となっており、昭和

60 年度からみると、第 1 次産業の就業者数は、約半分の 2，255 人となっている一方、第 3 次産

業では 262人増の 4，682人となっている。 

産業別町内総生産にも比例して現れていて、昭和 60年度から平成 17年度の推移を見ると、第

1次産業 16億 6，400万円の減少が見られるのに対し、第 3次産業では、159億 4，700万円の伸

びを見せている。 

（３） これまでの取り組み ～「内子町景観まちづくり計画」から抜粋（5-6㌻）～ 

景観まちづくりは、全く新しい試みではない。振り返ってみれば、内子町は、これまでも景観に

配慮したまちづくりに果敢に取り組んできた。その代表的な例が市街地の歴史的町並み保存の活

動である。歴史に根ざした個性的な「町並み」の景観を保全することによって、ふるさとに対する住

民の誇りや愛着が増し、また多くの来訪者を惹きつけるようになった。来訪者の増大を目の当たり

にして、農産物直売所「内子フレッシュパークからり」が開設され、地域の農業にも大きな影響を及

ぼすことになった。また、この動きが農村部に波及して、「村並み保存」の活動が広がっていった。

麓川の源流域の石畳地区では水車小屋を再現し、伝統的な農村景観の保全や創出を図りながら

萱葺き屋根の宿を整備して、地域住民を主体とした「交流ビジネス」を展開してきた。 

景観を守る動きは、町内の各地で見受けられ、五十崎地区の小田川では「近自然工法※」によ

って、親水型の護岸づくりに早くから取り組んでおり、泉谷地区には素晴らしい棚田が保全されて

おり、その貴重な景観に対する評価はますます高まっている。また、小田深山の森林は多くの

人々を引き寄せており、「山並み」も内子らしい優れた景観を形づくっているといえる。地元の人た

ちにとっては、ごくありふれた見慣れた景観であっても、都会などからの来訪者にとっては、非常

に感動的な里山の景観が見られる。屋根付き橋や水車、堰、筏流しなど川辺の景観を彩る要素も

多彩に存在している。このような取り組みは全国的にも高い評価を受け、石畳（満穂地区）や五十

崎地区は農村アメニティの表彰を受けた。この結果から見ても、景観を大切にする考え方が内子

町のまちづくりの中に脈々と流れてきたことは確かで、この経験と蓄積が今後の景観まちづくりの

土台となる。 

※近自然工法とは、近代的な工法と自然材料を組み合わせて護岸等を構成する工法。 

（４） 面積 

                                                （平成 24年 3月末）                                   

 総面積 
内訳（単位:ha） 

田 畑 樹園地 その他 計 

農業振興地域 18,290.0 681.4 549.8 904.0 16,154.8 18,290.0 

農用地区域 2,645.2 628.4 488.8 829.0 699.0 2,645.2 

http://www.weblio.jp/content/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E5%B7%A5%E6%B3%95
http://www.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%9D%90%E6%96%99
http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B
http://www.weblio.jp/content/%E8%AD%B7%E5%B2%B8
http://www.weblio.jp/content/%E6%A7%8B%E6%88%90
http://www.weblio.jp/content/%E5%B7%A5%E6%B3%95
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Ⅰ 石畳地区 

第 1章 景観農業振興地域整備計画の区域 

（１） 位置と自然概況 

区域は、石畳地域の大字袋口の一部、及び大字石畳の一部地域とする。 

本区域は、町の中心部から北に約 11km、一級河川「肱川」の支々流「麓川」の源流域に位置す

る。標高 896ｍの牛の峰、730ｍの黒山などの山々を背景に麓川本流、その支流である下地野尾

川流域の谷沿いや山の中腹に農地や集落が形成されている。 

こうした標高約 200～900m の当地域は、豊かな緑と水に恵まれており、様々な動植物と人間と

の共生が成り立っている。特に、毎年5月中旬から 6月中旬には川沿いにゲンジホタルが、6月中

旬から 7 月下旬には山にはヒメボタル、水田にはヘイケホタルが無数に生息するなど貴重な自然

環境が残っている。 

（２） 面積 

                                                       (単位:ha) 

区   分 
区域内における

農用地面積 

内訳 

田 畑 その他 計 

石畳地区 135.7 30.5 81.8 23.4 135.7 

＜区域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業振興地域 

     重点区域 
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第 2章 景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 

（１） 景観の特性 

１）石積み景観 

石畳地区は、どの集落にも急峻な地形を効

率的に利用するため棚田や宅地の多くが石

積みで形成されており、美しい景観が随所に

見られる。 

特に、石畳地区の玄関口にあたる谷集落

は、農家屋敷や田畑の石垣の美しさが特徴

で、なかでも「上田家の石垣」は国の重要文

化的景観にも選定されている。また、谷集落

を含め竹の成集落には、近自然河川工法に

よって改修された堰が３カ所あり、憩いの水場であるとともにホタルをはじめ水生生物が生息しや

すい環境となっている。 

２）農業生産上の景観 

起伏に富んだ農村風景が特徴の石畳地区は、集落それぞれに営農作物も異なり、独自の自然

と文化の中で多様な農村景観を持っている。麓川の本流、支流沿いには棚田が点在し、初夏に

は新緑と水を張った風景が、秋には稲木干しの田園風景が見られる。 

また、比較的なだらかな丘陵地には葉タ

バコが栽培され、春には曲線が美しい畦マ

ルチの景観、夏にはタバコの葉による黄緑

色の景観が広がる。タバコが収穫された後

には、ソバが蒔かれ秋には白や赤のソバ

の花が楽しめ四季折々に美しい景観を醸し

出している。一方、急峻な畑には柿、栗等

の果樹が栽培されるが、なかでも秋に高低

差約 150ｍに広がる柿の葉の紅葉は訪れ

る人の目を楽しませている。 

３）自然・文化的景観 

石畳地区は、農地、ため池、河川、森林などが入り交じった里山地域であり、自然環境にも恵ま

れ、ホタルやトンボなど人間と共生できる動植物が多く生息している。また、水車小屋や屋根付橋、

しだれ桜などがあり、文化的な景観も多く存在している。祭りなど村々の伝統行事も多く残ってお

り、古き良き生活文化が残る地域でもある。 
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（２） 目指す農村景観像 

石畳地域は、昭和 62 年より、豊かな自

然や、暮らしの文化を活かした地域振興を

めざす住民主体の「村並み保存運動」と称

し、水車小屋の復元や弓削神社の屋根付

橋、樹齢 350年のしだれ桜の保全など農村

の自然・文化的景観保全活動が積極的に

行われてきた。 

その成果は、平成18年の「第1回美の里

づくりコンクール」で農林水産大臣賞の受賞

や、平成 24年の「食と地域の『絆』づくり」の優良事例にも選定されるなど、地域外からその取り組

みが高く評価されている。 

石畳地区の農村景観は、農地、ため池、水路、建物、山林、河川などで構成される里山景観で

ある。谷沿いや山の中腹に点在する集落は、同じ石畳地区にあってもそれぞれに特色を持ってい

る。谷沿いには棚田が、急傾斜地には落葉果樹が、なだらかな畑地には、葉タバコなどが作付け

され、春夏秋冬と様々な風景が見られる。また、農家の庭先は干し柿や庭木、生け垣など暮らし

の景観も美しい。 

今後は、景観や生活様式等、村にある全てを、地域外からの訪問者にふれあっていただけるよ

う、地域全体を『むらなみ博物館』とした自治会のスタンスを継続し、地域に住む住民一人ひとりの

景観に対する高い美意識を保持するように努め、屋根付橋、水車、しだれ桜など、地域の中心的

な景観保全活動を継続するとともに、集落それぞれに特色ある生活文化・生活風景も磨きながら

「歩いてみたくなる風景づくり」を推進する。その活動を基盤にグリーン・ツーリズムや六次産業化

などを進め、持続可能な地域づくりに取り組む。 

（３） 景観と調和のとれた営農方針 

１）棚田の保全 

        河川沿いの棚田は、美しい景観を保つだけでなく、水源涵養など多面

的な機能を持っている。特に、麓川源流域である当地域は洪水や地滑り

災害等を緩和する役目を果たしている。しかし、生産効率の悪い棚田保

全は、重労働で、機械化によるコストも高い。そのため、機械の共同利

用や農作業の受委託、集落営農体制づくりを進める。 

２）急傾斜畑地 

        急傾斜地は、栗や柿などの落葉果樹が主な作物となっている。耕作

道の整備による負担軽減と鳥獣害対策を進め、良好な農地保全に努め

る。しかし、今後高齢化が急速に進むことから農地としての維持が困難

な所は、周辺の景観と調整の上、クヌギや景観木への転用を検討する。 
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３）緩斜畑地 

かつては葉タバコ栽培が盛んであったが、減反政策と高齢化により、栗栽培への転換が進んで

いる。しかし、山際の畑ならともかく、宅地周辺での栗の栽培は視界を遮り、風景としての価値を

落とすものである。そのため、可能な限り、担い手や集落営農組織への農地利用集積を進め、機

械化によるムギ・ソバなどの単年作物の栽培を奨励し景観保全を図る。そして農産物の加工品開

発や企業との連携によって販売促進を行う。 

４）グリーン・ツーリズムの推進 

地域の美しい農村風景を活かしてグリーン・ツーリズムによる都市農村交流を推進する。自治

会や石畳を思う会及び地域の事業者（石畳の宿、企業組合石畳むら、愛炭企業組合等）が連携し

ながら交流イベントを開催するなど情報を発信する。 

第 3章 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

（１） 景観に配慮した農業生産基盤の更新及び整備開発方針 

石畳地区は、急峻な地形などから圃場整備や農道の整備が他の地区と比較して進んでいない。

しかし、その結果、文化的で美しい農村景観が維持されており、それが今では地域最大の魅力と

なっている。 

しかし、農業者の高齢化に配慮し、担い手の育成を図る上では、耕作道路や進入路の整備は

最低限必要であり、自然や文化的景観に配慮した整備が今後必要である。また、農道敷設など、

公共工事全てにおいて、できる限り景観に配慮した工法により修景を行うものとする。 

第 4章 農用地等の保全に関する事項 

（１） 農用地等の保全の方針 

    「村並み保存運動」による景観保全や交流事業により、

「美の石畳」という地域ブランド力は少しずつ高まっている。 

そのブランド力という付加価値のついた、地域内の資源に

着目したモノづくりは、持続的な地域内循環型産業の創出と

地域の担い手の育成にもつながる。小さな経済が地域で生

まれ、自立することで外からの評価が高まる。その結果、販

路拡大と雇用促進につながり、さらなる地域の経済的自立

が期待できる。 

１） 土地利用計画の検討 

現在、石畳地区の高齢化率は 45%となっており、今後も過疎と高齢化による担い手不足は深刻

で、将来にわたり現在の農用地を全て保全することは極めて困難と予想される。そのため、地域

住民が将来を見据えた土地利用について協議し、守るべき農地、転用する農地などの土地利用

や、持続できる農業、農村のあり方を地域住民で協議していく。 
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２） 持続的な地域づくりのための集落営農の推進 

生産条件に恵まれない当地域では集落営農の組織化は容易ではない。しかし、高齢化が進み

ながらも現在の土地利用型農業を続けていけば、地域農業はさらに衰退し、美しい景観を維持で

きなくなる。このため農業機械の共同利用や農作業の受委託をはじめ、加工品生産と販売も含め

た集落営農の推進を図り、集落営農の持続力を備える。 

３） 地域の担い手育成 

次代を担うリーダーの育成は、継続的な地域づくりにつながり、地域活性化の第一条件となる。

リーダーによる地域の情報発信、人的ネットワークの構築は、「美の里石畳」をさらに進化させる。

特に、今後は、モノづくりをとおして女性グループの技能育成と組織強化を図っていくとともに、ＵＪ

Ｉターンの移住希望者を積極的に受け入れ、地域づくり、モノづくりの担い手を育成する。 

第 5章 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

（１） 景観に配慮した農業近代化施設の更新及び整備開発方針 

当地域は平成6年に農村体験宿泊施設「石畳の宿」

を整備し、積極的に都市農村交流を図ってきた。地域

へのさらなる経済効果をもたらすため、栗や野菜を中

心とした地域農産物加工場の整備を行い、六次産業

化による地域活性化をめざす。 

農道、溜め池、水路等の農業用施設については、

「農地・水保全管理支払交付金」など、国の補助金を

活用し、景観に配慮した維持保全に努める。 

第 6章 景観と調和した農業について検討する今後のプロセス 

滞在型交流の促進や交流の質を高めるために、『むらなみ博物館』と

して、「歩いてみたくなるような風景づくり」に取り組む。そのために、地域

の歴史的背景を学びながら、歩くのに相応しい景観づくりを進める。 

これまでの交流イベントを継続しながら、地元の企業組合によるそば

や茶道炭、女性による農産加工、喫茶、石畳の宿が連携を深め、情報を

発信させ、地域経済の活性化に向けた取組を進めていく。そして、それら活動を通して地域を牽

引するリーダーの育成を図る。 
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Ⅱ 参川地区 

第１章 景観農業振興地域整備計画の区域 

（１） 位置と自然概況 

区域は、国有林を除く、大字本川・大字中川・大字上川の参川区域とする。 

本区域は、町の中心部から東に約 20km、一級河川の小田川の源流域に位置する。標高 1,300

ｍ級の四国山地に囲まれた緑豊かな山村である。地域住民によって、歴史を重んじ守り育まれて

きた自然豊かな里山で、山裾には集落が点在し、小田川の支流沿いには、帯状、棚状の小規模

営農地がある。区域周辺のほとんどは山林で、特に隣接する小田深山国有林(42km2)は広大な景

勝地となっており、県内でも屈指のコースを誇るスキー場もあり、高原のレジャースポットにもなっ

ている。 

（２） 面積 

                                                            (単位:ha) 

区   分 
区域内における

農用地面積 

内訳 

田 畑 その他 計 

参川地区 161.5 70.7 87.8 3.0 161.5 

＜区域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業振興地域 

     重点区域 
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第 2章 景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 

（１） 景観の特性 

本区域は、本川・中川・上川の 3地区で構成されている。 

夏にはホタルが飛び交う美しい小田川が地区の中心部を流れており、

家屋も小田川沿いに広がっている。川沿いには水田が点在し、その周り

には傾斜20°以上の急傾斜地帯が続き、全体の90%が山林で平坦地が

少ない地域である。 

歴史的な神社仏閣（広瀬神社・三島神社・宝蔵寺・薬師堂等)も多く、

そこには荘厳な巨木や古木が佇む。また、本区域の南に隣接する小田

深山には、広大な国有林があり、夏には、避暑地として、冬にはスキー

目的に多くの観光客が訪れる。 

（２） 目指す農村景観像 

本区域には、地域の歴史を垣間見せる風格

ある神社仏閣等の古建造物や巨大な古木など、

地域のシンボルとなっている名所が各所に多く

存在しており、地域の住民はもとより、訪れた

人々の憩いの景色となっている。地域を彩る春

の桜や秋の紅葉など、周囲の山や小田川と共

に四季折々の表情の趣を醸し出す田畑。 

この里山景観を保全し、ここに暮らす人々の

生活文化を伝承し守りながら、地産地消やグリ

ーン・ツーリズムの推進を図り、地域の魅力を増

して交流人口を増やし、地域を活性化させる。また、この農村景観と歴史を地場産品のブランド化

に活かし、地場産業を中心に地域の活性化を目指す。 

（３） 景観と調和のとれた営農方針 

１） 水田農業の持続性の確保 

本区域の基盤整備された水田、畦畔の石積み、周囲の神社仏閣や古木、その一つ一つの要

素が調和して、心を和ませる農村の風景を織りなしている。 

中でも、本区域の農村景観において、重要な要素として欠かせない水田を維持していくために、

機械の共同化や、耕作・農作業の受委託の組織化等、集落営農の推進を行い、省力化、またコス

トの低下を図り、効率性を高める。 

また、老朽化している水路の修繕、また農道や作業道の舗装や拡幅について、生産基盤を確

立する上で必要な場合は、整備・改良することで休耕化を回避しつつ、景観に配慮した工法により

田畑の景観を保全する。 
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２） 休耕化の回避及び耕作放棄地の農地としての維持管理 

 機械の進入路等作業道の整備を行い、効率化を図ることで休耕回避を狙う。 

その他、桜や菜の花など、本里山地域に相応しい花木を植栽し、より風情の良い里山地域の

景観を整備し、また、既にある休耕田や畑を利用し、特産物開発のための実験農場として栽培研

究に努め、適地作物の栽培へ転用を検討する。そして、農地利用集積円滑化事業の活用により、

認定農業者等担い手に農地の利用集積を図る。 

３） 農村と都市住民との交流 

農業体験をしたいという都市住民を対象に、地域での農業体験ができるよう体制整備をし、ま

た、地域の農産物を使った郷土料理教室等イベントを通して都市住民との交流を図るなどして、

グリーン・ツーリズムの推進を図り、地域の人的及び物的交流を活性化する。    

第 3章 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

（１） 景観に配慮した農業生産基盤の更新及び整備開発方針 

参川地区においては、圃場整備は積極的に行われてきて

おり、ほとんどの水田で基盤整備が完了している。農業用

水路については、圃場整備と一体的な整備をされたところも

多いが、未整備の箇所については、水路が狭く大雨時に対

応できないところもあるので、農業農村整備事業等におい

て対応する。またこの整備においては、自然石を用いるなど、

環境と調和した景観に配慮した工法とするのが望ましい。 

農道については、林道と合わせてほとんど整備されてい

るが、そのほとんどが舗装されておらず、維持管理も行き届

かないことから、凸凹が多くあり、通行には不便である。ま

た道幅が狭く、車同士のすれ違いが困難なところもある。こ

れらについては舗装・改良で対応していく必要がある。急傾

斜の山を掘削して、切り開いた道路が多いので、落石等の

危険個所も多く、防護柵等の対応も必要である。また、これらの施設を整備するにあたっては、可

能な限り景観に配慮した工法を採用する。 

第 4章 農用地等の保全に関する事項 

（１） 農用地等の保全の方針 

近年、農家の兼業・高齢化が進み、後継者不足等の条件が重なり、将来の農業振興の不安要

素になっている。本区域の景観を継承していくためには、特に景観を構成している水田が継承さ

れることが必要不可欠である。   

よって、稲作を中心に、安定的な農業の活性化を促すよう、次の対策を行う。 
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１） 効率的な農業のためのハード的支援   

本区域の農村景観を構成する要素として欠かせない水田を、水田として維持していくためには、

施行方法は景観に配慮しながら、機械の進入路の整備を行う等、作業の効率性を高め、同様に

休耕田へも作業道を整備し、農地としての利用集積に努める。 

２） 耕作放棄地対策 

増えつつある耕作放棄地のデータを、貸し出し可能農地としてデータ管理を行い、農振農用地

について、農地利用集積円滑化事業の活用で、認定農業者等担い手が耕作できるよう利用集積

を図る。また、山菜や薬草等の新規・適地作物の栽培研究を行い、新たな地域作物の可能性を

模索する。 

休耕化を回避するため、草刈りや農作業の受委託ができる営農システムの確立を検討し、作

業の効率化、省力化を促進する。 

３） 都市住民との交流 

各地域において都市住民との交流ができるようグリーン・ツーリズム事業を推進し、地域活性化

を図る。また、国道や県道など、主要道路に面している農地が多いため、耕作放棄地や空き地を

利用して菜の花や桜などの景観作物を植栽して、心和む農村景観にし、既にある果樹園等は、観

光農園等も視野に入れて、農業体験型のグリーン・ツーリズム体制を検討する。 

第 5章 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

（１） 景観に配慮した農業近代化施設の更新及び整備開発方針 

 本区域では、基盤整備事業の完了から年月が経っているところも多く、土地改良施設の老朽化

が目立ちつつある。そういう状況から施設の改修を優先的に行い、整備が必要な農地については

機械が出入り可能な作業道や進入路の整備を行い、また生産組織を利用し、高齢化している生

産者の省力・コストの低下を図る。 

第 6章 景観と調和した農業について検討する今後のプロセス 

本区域は、食と地域の絆づくり事業等、地域の交流及び都市との交流に努めてきた経験を活

かし、地域にさらなる経済効果をもたらせるよう、グリーン・ツーリズムの振興を図り、またそれが

持続可能な取り組みであるよう自治会活動等と連動・協力して取り組むこととする。 
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Ⅰ 泉谷地区 

第 1章 景観農業振興地域整備計画の区域 

（１） 位置と自然概況 

区域は、泉谷地区の棚田全域とする。泉谷地区は内子町と大洲市南西部との境、南部標高

470ｍの山間地に位置し、北浦行政区の一部に属する団地面積 4ha、平均勾配 1/3 の急傾斜地

水田農村地帯である。 

本棚田は、団地面積に 95 枚の水田を有し、泉谷地区農家等で組織する「泉谷地区棚田を守る

会」が中心となって営農方法を検討し、耕作されている。平成11年には、農林水産省から「日本の

棚田百選」にも選定されたほどの美しい景観と、四季折々の表情が訪れる者の心を癒している。 

（２） 面積 

                                                           (単位:ha) 

区   分 
区域内における

農用地面積 

内訳 

田 畑 その他 計 

泉谷地区 10.7 8.1 0.7 1.9 10.7 

＜区域＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜拡大図＞ 

所有者別 
棚田分布 

 

 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 
Ｅ 
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第 2章 景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 

（１） 景観の特性 

泉谷地区は、湧水が御祓川に注ぐ、西から東に

深く切れ込んだ谷筋の最奥部に位置し、西側に

僅かに眺望が開かれるものの、急峻な傾斜に

三方を囲まれ、独立した静寂な空間となってい

る。 

棚田は東から西に開かれており、太陽や月

が沈むころに照らす明かりは、水面を幻想的に

醸し出す。また、北から望む風景は昔ながらの

土羽で形成する水田が広がり、南からの風景は

石積みの棚田を望むことができ、自然の摂理に

叶った卓越した先人の農業土木の英知をうか

がうことができる。 

また、農作業の始まりを告げる春の茶色から、

棚田一面に水を湛えた青、そして成長の証であ

る緑、収穫期を迎える秋の黄金、さらには雪に

閉ざされた冬の銀と、四季折々の色彩的移ろい

は、人と自然が織り成す至上の景観と言える。

棚田周辺には、より良い景観を形成するため、

平成17年よりシャクナゲの植栽が行われ、訪れる方

の眼を楽しませている。 

（２） 目指す農村景観像 

本区域は、明治期より開発が始まったとされており、以降、途切れることなく営農活動が受け継

がれてきた。全国的に棚田の食料生産の場としての存在意義は薄れてきたものの、自然環境の

保全や、国土保全、生態系保全、水源涵養、情操教育、文化伝承など、その多面的な役割が見

直されてきている。しかし、それらの役割は、食料生産という営農活動を中心とした生活があって

こそ生まれてくるものであり、結果として、多面的な役割が健全に機能し合うことで景観が保全さ

れる。重要なことは、本区域が地域住民にとって、自信と誇りを持って住み、働くことができる場で

あるということである。 

そのため、住民の生活と営農の継続が不可欠であり、土地の農業上の利用及び農用地・農業

用施設の整備は、現在の優れた農村景観を守りつつ、地域住民の生活と営農の改善に資するよ

うに行うものとする。 
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（３） 景観と調和のとれた営農方針 

１） 水田農業の持続性の確保 

現在、地元農家 3 戸で棚田の維持管理を行っており、高

齢化で労働力不足が深刻化している中で、今後の営農活動

は困難が予想される。 

そのため、営農推進する上では、鳥獣被害予防対策の継

続的取組と組織強化、労働力の確保を目的に、棚田を守る

会の組織強化、都市住民との交流を目的とした棚田のオー

ナー制度の充実及び交流体験型農業の施策改良、また、

地域農業の営みを伝承する目的で、地域の空き家を利用し

た新たな担い手を誘致、移住促進等に力を入れる。 

また、本区域の米は、全国の棚田で初めて取り組んだ、

「布マルチ無農薬栽培※」という方法で生産される無農薬米である。また、農業用水には、地域住

民が飲料水として利用している、年中枯れることのない「大清水」という湧水を利用している。この

湧水は、過去の水質

検査において、市販

のミネラルウォータ

ーにも匹敵する良質

の名水であることが

分かっている。 

こうした棚田ブラン

ドとしての付加価値

を経済効果につなげ

られるような仕組み

を確立し、継続的な

水田耕作者の確保につなげたい。 

※布マルチ無農薬栽培とは、種もみを仕込んだ綿のロール状のシートを、田んぼに敷き詰めるだけで田

植えが完了。発芽後、水を抜くと、雑草はシートに押し潰されるため、除草剤は不要で、約 2 か月で分解

され土壌有機物になるため、環境にやさしく、しかも機械が入らない棚田での省力化の農法として注目さ

れている栽培方法である。 

２） 昔ながらの形状である島状の農地の保全、水路の維持管理 

戦前から地域の先祖が子の未来を思い開墾してきた棚田の歴史を継承し、機械化など農業の

効率性を研究する一方で、地域の土木技術により島状の棚田をそのままの形状で継承していく。 

また、大雨等の自然災害から急傾斜地崩落の危険性を巧みに制御し、棚田を守り続けた田面

下部の暗渠排水路を、その特有の土木技術により維持管理していく。 
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３） 棚田周辺の整備 

本区域は人工林が多く分布し、森林整備があまり整っていない薄暗い

森林で覆われ、水源涵養としての機能が損なわれている。そのため、棚

田の美しい景観に圧迫感が生じている。これらを解消するため、適正な

除・間伐を実施し、豊かな自然の植生と土壌の発達、また、森林浴に適し

た明るい森づくりを行う。 

一方、除間伐した森の中や美しい曲面を描く水田の畦には、シャクナ

ゲ、彼岸花などの植栽を進める。さらには、本区域に属する北浦地区に

は、幕末の志士坂本龍馬の脱藩の道や地域の山岳信仰の拠点である

「だらり権現」など、良好な景観を形成しているポイントが多数あることから、

地域一体の包括的な景観保全に取り組んでいく。 

第 3章 農業生産基盤の整備及び開発に関する事項 

（１） 景観に配慮した農業生産基盤の更新及び整備開発方針 

本区域は、これまでに棚田地域等緊急保全対策事業により、圃場整理や畦畔・作業道の整備、

また獣害防止柵の設置など、農業生産基盤整備を行い、一定の成果を上げている。しかし、三方

を急峻な山林に囲まれており、地すべり地域であることから、毎年のように法面や作業道、石垣等

の小規模な崩壊が発生しており、その都度、個人で補修を行っている状況である。こうしたことか

ら、耕作者が安全に営農できるよう、作業道の幅員拡大や路肩の補修など、行政と地区農家が協

働で継続的に補修を行えるような体制の検討や、農業者の高齢化に対応して、中型機械を必要

とする圃場には安全に機械が導入できるよう、景観に配慮した作業道や進入路の整備を検討す

る。 

また、農道開発など公共工事全てにおいて、自然や文化的条件などにできる限り配慮した地域

環境配慮型公共事業の推進により修景を行うものとする。 

第 4章 農用地等の保全に関する事項 

（１） 農用地等の保全の方針 

本区域は、米価や農産物価格の低迷、また林業の衰退などにより、現在は 3 戸 6 人の専業農

家により営農活動が行われているに過ぎない。6人の平均年齢も 68歳を超え、年齢面だけを考え

れば、当面の営農活動の継続さえも危惧される状況にある。このような状況に対処するため、以

下の措置を講ずる。 

１） 継続的な営農 

地元農家やその後継者等で組織する泉谷地区棚田を守る会を中心に、地元自治会などの協

力を得ながら、農繁期を中心とした労働力の確保に努めるとともに、Ｉターン者や希望者への農地

の貸与、また農業機械の共同利用や農作業の受委託などにより、効率的かつ省力化した継続可

能な営農を促進する。 
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２） 都市住民との交流による農地の活用 

 都市住民との交流を目的に実施している棚田オーナ

ー制度を今後も継続し、主体的な労働力として育成で

きるよう、道・水路保全や草刈り等、より広範囲な農作

業を協働できる体制の構築をめざす。 

一方、泉谷地区棚田を守る会等が実施している「自

然浴ツアー」において、棚田の持つ多面的機能を積極

的に広く普及啓発し、来訪者に棚田に慣れ親しみ、理

解を深めていただく。 

第 5章 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

（１） 景観に配慮した農業近代化施設の更新及び整備開発方針 

生産の組織化と作業の効率化の促進を図りなが

ら、景観保全と創出の主旨に則り、あえて、かつて

地域にあった水車小屋を復元し、共同での営農活

動や都市農村の交流施設と位置付け活用してい

る。整備が必要な農地については、従来からの棚

田の形状を維持しながら可能な限り、機械が出入

り可能な作業道や進入路の整備を行う。また生産

組織を利用して、高齢化している生産者の省力化

を図ることでコストの低下を図る。 

第 6章 景観と調和した農業について検討する今後のプロセス 

当地域は棚田オーナー制度や自然浴ツアーなどのグリーン・ツーリズムを通して、積極的に都

市と農村の交流に取り組んでいる。「一人子どもが生まれたら、田んぼを一枚作れ」と地域の祖先

から代々言い伝えられてきたとおり、開拓し守ってきた歴史を重んじ、地域内外からの来訪者に棚

田への理解を深めていただくとともに、グリーン・ツーリズム活動の一環で普及啓発活動を併せて

行う。 

今後は、棚田で稲作をしている農家の負担軽減ができるよう、イベントを行う際の昼食の炊事

の準備や電気柵周辺の草刈りといった、年間を通して付随する作業を、オーナーの皆様と関係団

体の協働の下に取り組めるような体制・企画を考案する。また、現状の土羽畦畔は、悪天候等の

影響で破損しやすいため、景観に配慮した、より強度のある石積み畦畔に改修し、営農が持続で

きるようサポートする体制について検討を進める。 

また、布マルチ無農薬栽培という方法で生産された無農薬米に、水源は「大清水」という良質な

湧水を利用している等、こうした付加価値を米価に反映させるなどの取り組みによって、棚田ブラ

ンドとしての価値を高めていく仕組みづくりを行う。 
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資料 

I. 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 

～「内子町まちづくり計画」から抜粋（61㌻）～ 
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II. 景観農業振興地域整備計画のこれまでの経緯 

日     時 内       容 

平成 18年 7月 18日 景観計画スタッフによる町並みウォッチング (石畳・大瀬・参川方面) 

平成 18年 11～12月 農村集落景観保全向上等懇談会 

 
景観計画における「景観農業振興地域整備計画」の概要説明 

 
11月 8日 小田地区 11月 10日 参川地区 11月 14日 御祓地区 

 
11月 16日 田渡地区 11月 24日 石浦地区 11月 28日 満穂地区 

 
12月 5日 立川地区 12月 7日 重松地区 12月 12日 大瀬地区 

平成 19年 6月 18日 景観農振重点地区候補地現地調査 

平成 20年 1月 24日 景観計画スタッフ及び CSKによる本川地区景観ワークショップ 

平成 20年 3月 7日 石畳地区「景観農業振興地域整備計画」説明会 

平成 20年 10月 31日 (財)農村開発企画委員会 落合氏との打合せ 

平成 21年 1月 13日 東京大学 横張教授による講演(参川地区)とアドバイス 

平成 21年 7月 28日 (財)農村開発企画委員会 落合氏、景観スタッフ打合せ 

平成 21年 11月 7日 
参川地区第１回ワークショップ 

 【テーマ】 次世代に残したい地域景観を探る 

平成 21年 12月 18日 泉谷地区現地調査 

平成 22年 1月  8日 
参川地区第２回ワークショップ  

【テーマ】 景観と調和した営農について考える 

平成 22年 1月 29日 泉谷地区現地調査 

平成 22年 3月  4日 泉谷地区関係者聞き取り調査 

平成 22年 3月 19日 
参川地区第３回ワークショップ 

【テーマ】 景観と調和した生産基盤・近代化農業施設の整備、保全を考える 
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策 定 後 記 

平成 18 年から数年に渡り、今回の計画策定にあたって、全庁から町職員を募りプロジェクトチ

ームを立ち上げ、(財)農村開発企画委員会、東京大学、愛媛大学のアドバイザーの皆様、国・

県他関係各位のご支援・ご指導の下、地域の皆様とのワークショップや土地所有者へのヒアリン

グ等、地道な調査を行ってまいりました。それらの活動を通じて、地域の皆様の景観に対する郷

土愛や保全に対するご意見を拝聴し、改めて景観という観点から地域の生活文化を見直し、それ

ぞれの景観に対する価値観を共通認識として心得ておける、大変有意義な機会となりました。 

よく『 景観 10年、風景 100年、風土 1000年』といわれます。今ある

地域の風土は、簡単に作られたものではなく、先人が長く営んできた

農業等の生活を通して培われてきたものであり、子孫である地域の皆

様が守っているからこそ、維持されてきたものです。 

私たちは、この計画で、先人から与えられた素晴らしい農村景観を、

より心豊かに暮らしていける農村景観へと導きながら、美しい村並み・

山並みの創生を図り、地元産品のブランド化をめざした、より高次

元農業を推進できるよう目標を掲げました。景観は、地域住民のみ

ならず、ひいては町民、県民、日本国民の財産です。今後も、地域

住民と行政、学識経験者等で、農業振興について議論しながら景

観まちづくりに取り組んでいきたいと考えております。 
 

 

 

 

 

 


